
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容  伐採計画の遵守命令 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 森林法 

 第１０条の９第３項 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

（伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等） 

第十条の九 略 

２ 略 

３ 市町村の長は、前条第一項の規定により届出書を提出した者の行っている伐

採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐

採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従っていない

と認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従って伐

採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。 

 

（伐採及び伐採後の造林の届出等） 

第十条の八 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林（第二十

五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定

により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。）の立木を伐採するに

は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所

在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種そ

の他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提

出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。 

処 分 基 準 

設定年月日 
令和６年２月５日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  環境経済部 農政課 

備考   

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 


